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	（注１） 出生届（国籍留保届を含む）、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。
	（注２） 原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
	（注３） 在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続（旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等）については、従前どおり戸籍謄本の提出していただく必要があります。

